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2021 年８月２日         春日井民商だより               第 1769 号 

毎月 15⽇までの会費集⾦
にご協⼒をお願いします。 

会計 ⼭崎孝⻲ 春春日日井井民民商商だだよよりり  
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残りわずかです！ 
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お盆期間の事務所の業務について 
「東京オリンピック」強行開催に伴う祝日移動のため、お

盆期間の事務所の業務時間も下記の通りとなります。一部

カレンダーと異なりますのでご注意ください。 
８月７日(土)～９日(月･祝)   休業 

８月 10 日(火)、11 日(水) 通常業務 
８月 12 日(木)～16日(月)      休業 

お盆明けの通常業務は８月 17日(火)

からです。 
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マイナンバ�で進む社会保障費削減と監視社会化 
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講師の⿊⽥充⽒講師の⿊⽥充⽒講師の⿊⽥充⽒講師の⿊⽥充⽒    
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〈インボイスをやめさせよう！①〉の続き〈インボイスをやめさせよう！②〉

ケース② 下請の大工の場合ケース② 下請の大工の場合ケース② 下請の大工の場合ケース② 下請の大工の場合

大手の工務店の下請で働くＡさんは、ある日現場監督によばれました。監督は「来月の請求書から〈登録番

号〉の入ったものを出してほしい」とのこと。Ａさんが「登録番号」を出そうとして課税事業者になると、年

間 万円をこえる消費税を新たに納めることになります(簡易課税を選択して年間の売上が ～ 万円とし20 5 600

て)。後日、現場監督に「とても消費税は払えないので番号は出せない」と話しました。現場監督は「検討し

ます」といったものの、その月の支払通知とあわせて、契約解除の通知が送られてきました。

インボイスの実施が近づけば、上のようなことがたくさん起きてくると思われます。それはどうしてでしょ

うか。それは消費税の申告にあたっての税額計算からきています。

インボイスが実施されると 消費税の仕入税額控除(消費税を計算するときの 経費 にあたるもの)は 登、 「 」 、「

録番号」の記載された「適格請求書」しか認められなくなり 「適格請求書」を出せない居酒屋や大工の取引、

先はその分の消費税を多く支払うことになります。

ケース③ 外注先を多くかかえる建設会社ケース③ 外注先を多くかかえる建設会社ケース③ 外注先を多くかかえる建設会社ケース③ 外注先を多くかかえる建設会社

ケース②のＡさんの取引先の会社は、多くの外注をかかえています。年間に支払う外注費は約 万円で3,000

す。全ての外注先が売上が 万円に満たない免税事業者です。Ａさんのように課税事業者になることを拒1,000

否して 「適格請求書」をもらえないと年間の消費税納付額が約 万円増えることになります。免税事業者、 300

だけでなく課税事業者にとってもインボイスは大変な問題です。

3、どうしてインボイスが導入されるの？

一般的にインボイス方式の導入が必要なおもな理由は 「取引における消費税額を正確に把握するため 「正、 」

確な税率を確認するため 「不正やミスを防ぐため」の つといわれています。」 3

残念ながら国税庁のパンフレット等には「どうして必要なのか」の記載は一切ありません。

インボイス導入の本当のねらいは一体何なんでしょうか？

①免税業者をなくす①免税業者をなくす①免税業者をなくす①免税業者をなくす

免税事業者である居酒屋さんや大工さんがこれまでの付き合いどおりに仕事を続けようとすると「適格請求

書」が発行できるように課税事業者にならざるをえません。国税庁は、フリーランスをはじめ個人事業主の約

７５％を占め、法人を含めると約４２４万人に上る免税事業者のうち、３７０万人超が課税事業者になると試

算しています。 〈インボイスをやめさせよう！③〉に続く


